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主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告らは、原告に対し、連帯して６５００万円及びこれに対する平成２９年

５月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、刑事事件の被告人であった原告が、当該刑事事件において鑑定書を

提出するなどした被告らに対し、①被告らによる虚偽の鑑定書の提出等が不法

行為に該当し、②被告らによる記者会見での発言が原告の名誉を毀損するなど

と主張して、共同不法行為に基づき、損害賠償金６５００万円（慰謝料６００

０万円、弁護士費用５００万円）及びこれに対する不法行為の日の後である平

成２９年５月１０日（訴状送達の日）から支払済みまで平成２９年法律第４４

号による改正前の民法（以下「旧民法」）所定の年５分の割合による遅延損害

金の連帯支払を求める事案である 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実又は末尾括弧内記載の証拠及び弁論の

全趣旨により容易に認められる事実） 

  ⑴ 当事者 

   ア 原告は、平成１０年７月２５日に発生したいわゆる和歌山カレー事件

（以下「本件刑事事件」という。）等の犯人であるとされて死刑が確定し、

本件刑事事件等につき無罪であるとして再審を請求している者である（甲

６、３６、乙１８、弁論の全趣旨）。 

   イ 被告らは、本件刑事事件に関し、和歌山地方検察庁検事等から鑑定を嘱

託されて鑑定し、また、本件刑事事件等の刑事裁判において証人として証

言した者である。平成１０年頃当時、被告Ａは東京理科大学教授、被告Ｂ
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は聖マリアンナ医科大学助教授であった（甲１、４）。 

   ウ Ｃ（以下「Ｃ教授」という。）は、京都大学工学部の教授であり、「和歌

山カレー砒素事件鑑定資料：蛍光Ｘ線」等の論文を執筆し、後記再審請求

事件において、同事件を担当する弁護士（原告訴訟代理人ら）に対し、意

見書（鑑定書）等を提出するなどしている（甲１０、３２、乙１３）。 

  ⑵ 被告Ａの鑑定書の提出等 

   ア 被告Ａ第１鑑定書 

     被告Ａは、和歌山地方検察庁検事から鑑定を嘱託され、平成１１年２月

１９日付け鑑定書（以下、「被告Ａ第１鑑定書」といい、同鑑定書作成の

基礎となる鑑定を「被告Ａ第１鑑定」という。）を提出した。 

     被告Ａ第１鑑定書には、別紙鑑定資料一覧記載第１の鑑定資料１ないし

鑑定資料７（以下「資料①」ないし「資料⑦」という。）、鑑定資料１０－

１（以下「本件カレー内の白色結晶粒子」という。）が同一物、すなわち、

同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した亜砒酸（以下、三

酸化二砒素等について、単に「亜砒酸」ということがある。）である旨記

載されている。（甲１・８頁、５１） 

   イ 被告Ａ第２鑑定書 

     被告Ａは、和歌山地方検察庁検事から鑑定を嘱託され、平成１１年７月

２３日付け鑑定書（以下、「被告Ａ第２鑑定書」といい、同鑑定書作成の

基礎となる鑑定を「被告Ａ第２鑑定」という。）を提出した。 

     被告Ａ第２鑑定書には、別紙鑑定資料一覧記載第２の鑑定資料である原

告の頭髪（後記本件毛髪）から砒素が検出された旨記載されている。（甲

４４・３頁） 

   ウ 被告Ａ第３鑑定書 

     被告Ａは、和歌山地方検察庁検事から鑑定を嘱託され、平成１２年３月

２８日付け鑑定書（以下、「被告Ａ第３鑑定書」、同鑑定書作成の基礎とな
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る鑑定を「被告Ａ第３鑑定」、被告Ａ第１鑑定から被告Ａ第３鑑定を併せ

て、「被告Ａ各鑑定」という。）を提出した。 

     被告Ａ第３鑑定書には、別紙鑑定資料一覧記載第３の鑑定資料①ないし

㉕の蛍光Ｘスペクトルを比較すると、ロットの違いによってアンチモンの

ピークの高さが変化する傾向が認められており、同一の製造工場で製造さ

れた純度の高い亜砒酸でも、ロットによって不純物重元素の組成が変動す

ることを示しており、このことは、亜砒酸に含まれる不純物重元素組成の

特徴から亜砒酸の異同識別を行うことの妥当性を示すものと考えられる旨

記載されている。（甲２・４頁） 

   エ 被告Ａ証言 

     平成１２年７月１３日（甲３、５３）、同年１０月３日（甲９７）、同月

４日（甲３７〔甲９８も同じ〕）、和歌山地方裁判所において、被告Ａに対

する証人尋問が実施されたが、このうち、同年７月１３日に実施の証人尋

問において、被告Ａは、「鑑定資料（後記被告Ａ第１鑑定資料）が同一で

あるというふうに結論付けられた」、「ロットの違いというものが、こうい

うような高純度のものでも、微量元素の組成から分かる」旨証言した（以

下、同日の被告Ａの証言を「被告Ａ証言」という。甲３、５３・１１３

頁）。 

  ⑶ 被告Ｂの鑑定書の提出等 

   ア 被告Ｂ鑑定書 

     被告Ｂは、和歌山県警察本部長から鑑定を嘱託され、平成１１年３月２

９日付け鑑定書（以下「被告Ｂ鑑定書」といい、同鑑定書作成の基礎とな

る鑑定を「被告Ｂ鑑定」という。）を提出した。 

     被告Ｂ鑑定書には、原告の頭髪（後記本件毛髪）につき、超低温捕集－

還元気化－原子吸光光度計での砒素測定において、亜砒酸汚染を確認し、

蛍光Ｘ線分析でも、高濃度の砒素を検出し、これらの結果から、原告の頭
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髪（後記本件毛髪）に一般健常者には認められない亜砒酸曝露（外部付着）

が存在していたものと判断する旨記載されている。（甲４・５頁、５２） 

   イ 被告Ｂ証言 

     平成１２年８月９日（甲５、５４）、同年１０月２６日（甲９９）、同月

２７日（甲１００）、同年１２月２２日（甲１０１）、和歌山地方裁判所に

おいて、被告Ｂに対する証人尋問が実施されたが、このうち、同年８月９

日に実施の証人尋問において、被告Ｂは、「一般の方の髪の毛から無機の

三価砒素が検出されるということはございません」、「この被検者に関しま

しては右側前頭部から０．０９０という値が得られております。このＡｓ

（Ⅲ）という物質は三価砒素でありまして、これは亜砒酸及び亜砒酸化合

物を意味いたします。ですから、この髪の毛には、亜砒酸及び亜砒酸化合

物が外部付着していたということを意味いたします」旨証言した（以下、

同日の被告Ｂの証言を「被告Ｂ証言」といい、被告Ａ各鑑定、被告Ａ証言

及び被告Ｂ鑑定と併せて、「本件各鑑定等」という。甲５、１９、５４・

７５頁）。 

  ⑷ 本件記者会見 

    被告らは、平成１０年１２月２６日、東京理科大学において、記者会見を

行った（以下、この記者会見を「本件記者会見」という。）。 

    被告らは、本件記者会見において、鑑定結果の概要等を公表した。すなわ

ち、本件記者会見において、被告Ａは、原告の関係箇所から発見された６つ

の容器在中の亜砒酸と青色紙コップ及びカレー鍋にあった亜砒酸が同じ工場

で同時期に製造された中国製の同一物である旨の事実を摘示し、被告Ｂは、

原告の前髪から検出された砒素は、３箇月以上前に毛髪の表面に付着し、亜

砒酸に由来する無機砒素であった旨の事実を摘示した。（甲７、８、弁論の

全趣旨） 

  ⑸ 本件刑事事件等の経緯等 
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   ア 本件刑事事件等の経緯 

原告は、平成１４年１２月１１日、和歌山地方裁判所において、本件刑

事事件等につき、死刑に処する旨の判決宣告を受け、原告は控訴したが、

大阪高等裁判所は、平成１７年６月２８日、原告の控訴を棄却した。これ

に対し、原告は上告したが、最高裁判所は、平成２１年４月２１日、原告

の上告を棄却し、原告による判決訂正の申立ても同年５月１８日に棄却さ

れ、同年５月１９日、前記第１審判決が確定した（以下、上記刑事事件に

おける和歌山地方裁判所の審理・判決を「確定第１審」・「確定第１審判

決」、その控訴審の審理・判決を「確定控訴審」・「確定控訴審判決」とい

い、確定第１審から最高裁判所までの審理・判決を、単に「確定審」・「確

定審判決」ということがある。）。 

     これに対し、原告は、同年７月２２日、本件刑事事件等につき、再審を

請求したが（以下、同再審請求事件を「再審請求事件」という。）、和歌山

地方裁判所は、平成２９年３月２９日、請求棄却の決定をし（同裁判所平

成２１年（た）第２号。以下、その審理・決定を「再審第１審」、「再審第

１審決定」という。）、大阪高等裁判所は、令和２年３月２４日、原告の即

時抗告を棄却する決定をした（同裁判所平成２９年（く）第１２１号。以

下、再審第１審決定と併せて、その決定を、単に「再審各決定」というこ

とがある。）。原告は、その後、最高裁判所に対する特別抗告を取り下げた

ため、再審請求事件は終了した。（甲６、３６、乙１８、証人Ｃ〔第６回

４９頁〕、弁論の全趣旨。以下、Ｃ証人及び被告らの尋問調書を示すとき

には、口頭弁論期日の回数と頁数をもって、「証人Ｃ〔第６回４９頁〕」等

と表示する。） 

   イ 確定第１審判決が認定した本件刑事事件の罪となるべき事実の要旨 

     確定第１審判決が認定した罪となるべき事実のうち、本件刑事事件（和

歌山カレー事件）に係る部分（確定第１審判決の罪となるべき事実の第１）
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の要旨は、以下のとおりである。 

原告は、平成１０年７月２５日午後零時２０分頃から同日午後１時頃ま

での間に、和歌山市所在のガレージ内において、人が死亡するに至るかも

しれないことを認識しながら、あえて、２つ置かれていた寸胴鍋のうち、

東側の寸胴鍋内のカレーに亜砒酸を混入し、同日午後５時５０分頃から同

日午後７時ころまでの間、同市所在の空き地の自治会の夏祭り会場におい

て、情を知らない同自治会員らをして、住民ら６７名に前記カレーを用い

たカレーライスを提供させ、そのころ、同所等において同人らにこれを食

べさせ、よって、住民ら６７名を急性砒素中毒にり患させ、うち４名を殺

害したが、その余の６３名については死亡させるに至らなかった（甲６、

３６、乙１８）。 

⑹ 本件訴訟の提起等 

    原告は、平成２９年１月１６日付けで、被告らに対し、本件各鑑定等や本

件記者会見などにより精神的苦痛を受けたなどとして、損害賠償を請求した。 

    原告は、同年４月３日、本件訴えを提起し、本件訴状は、同年５月１０日、

被告らに送達された。（甲３３、顕著な事実） 

  ⑺ 消滅時効の援用 

    被告らは、同年１２月８日の本件第２回弁論準備手続期日において、原告

に対し、本件記者会見に係る名誉毀損による損害賠償請求権について、消滅

時効を援用するとの意思表示をした（顕著な事実）。 

 ３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

   本件の主な争点は、⑴被告らの鑑定書・証言が虚偽であって、原告に対する

共同不法行為を構成するか、⑵争点⑴における原告の主張が許されないもので

あるか、⑶本件記者会見が原告に対する名誉毀損に当たるか、⑷争点⑶におけ

る原告の主張が許されないものであるか、⑸名誉毀損行為の違法性阻却の有無、

⑹本件記者会見に係る名誉毀損による損害賠償請求権の消滅時効の成否、⑺因
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果関係及び損害額であり、当事者の主張は以下のとおりである。 

  ⑴ 争点⑴（被告らの鑑定書・証言が虚偽であって、原告に対する共同不法行

為を構成するか）について 

  （原告の主張） 

   ア 被告らの鑑定書・証言が虚偽であること 

     被告らの鑑定書・証言は虚偽である。なお、原告のいう鑑定不正とは、

過失による鑑定の誤りではなく、故意的な要素を含む鑑定の誤りを意味す

るものである。 

     被告Ａ第１鑑定書の虚偽 

      被告Ａ第１鑑定書は、記載された根拠からはおよそ「同一物」である

との結論を出すことができないのに、そのような推論を行って、同一物

であるとの結論を出している点で、虚偽である。（甲１０等参照） 

     被告Ａ第２鑑定書の虚偽 

      被告Ａ第２鑑定書は、原告の頭髪（後記本件毛髪）から砒素が検出さ

れていなかったにもかかわらず（実際に検出されたものは鉛であった。）、

砒素が検出されたとする点で、虚偽である。（甲４２、４３の１・２参

照） 

     被告Ａ第３鑑定書の虚偽 

      被告Ａ第３鑑定書は、ロット番号（製造番号）が異なっていても不純

物重元素の組成を同じくするものがあるのに、不純物重元素組成の特徴

から「同一物」であるか否かを判断できるとしている点で、虚偽である。

（甲１０等参照） 

     被告Ａ証言の虚偽 

      被告Ａ証言は、上記 、 の点で、虚偽である。 

     被告Ｂ鑑定書の虚偽 

      被告Ｂ鑑定書は、①測定試料作製の過程で３価砒素が全て５価砒素に
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なることを看過した点、②３価砒素の検出数値自体が検出限界を超えて

いる点、③健常者から３価砒素が検出されることはないという誤った前

提に立っている点で、虚偽である。 

     被告Ｂ証言の虚偽 

      被告Ｂ証言は、上記 の点で、虚偽である。 

   イ 被告らの鑑定書・証言が原告に対する共同不法行為を構成すること 

     被告らの鑑定書・証言は、司法官憲から鑑定を依頼された鑑定人の職責

に明らかに反する。特に、上記ア 及び被告Ａが「当時日本に流通してい

た他の亜砒酸に同一の特徴をもつものがなければ」という鑑定外の仮定条

件を付加した上で鑑定の結論を出したことを自認したことは、「鑑定不正」

が行われた可能性、すなわち、意図的に虚偽の結論が出された可能性を示

している。したがって、被告らの行為は共同不法行為に該当する。 

  （被告らの主張） 

   ア 被告らの鑑定書・証言が虚偽であることについて 

     原告の主張は否認する。 

   イ 被告らの鑑定書・証言が原告に対する共同不法行為を構成することにつ

いて 

     原告の主張は否認し、又は争う。 

   ウ 原告の損害（被侵害利益）について 

     原告の損害（被侵害利益）の存在について、否認し、又は争う。 

     原告は、被告らの誤った鑑定及び証言によって、原告が死刑判決を受け

た旨主張する。この主張は、原告が本件刑事事件について無罪であること

（すなわち、有罪とされるべきではなかったこと）を前提としている。し

かし、原告が本件刑事事件について有罪判決を受けるべきでなかったのに、

有罪判決を受けたという事実がないから、原告が主張する損害（被侵害利

益）が発生していない。 
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   エ 原告の損害（被侵害利益）と被告らの加害行為との因果関係 

     原告は、被告らの誤った鑑定及び証言がなければ、原告が有罪とされる

ことはなかった旨主張する。しかし、被告らの鑑定及び証言については、

本件刑事事件の確定審及び再審請求事件の再審請求審において重要な争点

とされ、原告からその不当性又は虚偽性がるる主張されたものの、他の鑑

定の結果（後記科学警察研究所〔以下「科警研」という。〕の異同識別鑑

定及び後記ＤＥ鑑定）や間接証拠（関係住民らの供述、原告方の台所の排

水管内の汚泥等から顕著に高濃度の砒素が検出されたこと等）を含めた総

合的認定によって、原告が有罪であるとの結論が導かれており、仮に、被

告らの鑑定や証言に原告が主張する誤りがあるとしても、当該鑑定及び証

言によって、原告が有罪とされたとはいえない。 

  ⑵ 争点⑵（争点⑴における原告の主張が許されないものであるか）について 

  （被告らの主張） 

   ア 争点⑴における原告の主張は、実質的には私法上の責任追及に名を借り

て刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を蒸し返し、その判

断の変更を求めることになり、ひいてはその判決等の意義を損ない、刑事

司法の安定性を阻害することになるから、原則として許されないというべ

きである。 

   イ 原告は、本件訴訟において、有罪判決という刑事裁判の結論自体を損害

とみることにより、有罪判決の不当性を主張する。 

     そうすると、検察官、被告人（原告）及び弁護人が攻撃防御を尽くし、

刑事手続において収集された証拠（被告らの鑑定や証言のみならず、他の

鑑定受託者による鑑定結果、近隣住民の目撃証言、本件刑事事件前の原告

の言動等を含めた多くの証拠）を、厳格な証拠調べ手続の下で取り調べ、

それらを総合的に評価した上でされた刑事裁判所の判断が適切であったか

どうかが審理対象となる。このような審理は、民事裁判手続において提出
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された証拠のみに基づき、民事裁判所として原告が本件刑事事件の犯人と

認定するものとは性質が異なり、刑事裁判における上訴手続又は再審手続

によって行うのが日本の司法制度の根幹である。 

   ウ これに対し、原告は、実際に同一事件で民事裁判と刑事裁判で結論が異

なる事例があることを摘示する。しかし、当該事例は、その訴訟の対象が

犯罪被害の回復としての損害賠償義務の存否であるのに対し、本件におけ

る訴訟の対象は有罪判決を受けたこと自体を損害とした損害賠償請求であ

るから、本件と事案を異にする。したがって、原告の主張は理由がない。 

  （原告の主張） 

    不法行為に基づく損害賠償請求が認められるか否かという問題は、訴訟に

おける判決の効力の問題とは、次元の異なる問題である。そのため、訴訟に

関連する行為がそれ自体として不法行為を構成して損害が発生した場合は、

当該訴訟の再審による救済のみでは不完全であり、具体的な被害回復の必要

性があるから、裁判を受ける権利を実質的に保障するという観点からも、当

該不法行為に基づく損害賠償請求が認められるべきである。 

    すなわち、本件の争点は被告らの鑑定書・証言が独立した不法行為を構成

するか否かであって（上記争点⑴参照）、この点が肯定されれば、被告らの

鑑定書・証言が刑事裁判における証拠であるとの一事をもって直ちに私法上

の損害賠償請求が許されなくなるものではない（実際に同一事件で民事裁判

と刑事裁判で結論が異なる事例も存在するところである。）。 

  ⑶ 争点⑶（本件記者会見が原告に対する名誉毀損に当たるか）について 

  （原告の主張） 

    本件記者会見における被告らの事実の摘示（上記２⑷）は、本件記者会見

当時、直接証拠がないと過熱報道がされていたことに照らせば、原告が本件

刑事事件の犯人である旨を摘示するものであって、被告らの事実の摘示（上

記２⑷）以外の被告らの発言内容（「科学の力を真相究明に役立てたかった。」
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等）も併せ考慮すると、原告の名誉を毀損するものである。 

    刑事訴訟法４７条、１９６条違反の事実は、名誉毀損行為について、被告

らによる真実性の抗弁に対し、公益目的・公共利害性の不存在を基礎付ける

事実である（後記争点⑸参照）とともに、名誉毀損行為の態様等の悪質性を

基礎付ける事実として慰謝料算定の際に考慮されるべき事実である（後記争

点⑺参照）。 

  （被告らの主張） 

    本件記者会見における被告らの説明内容は、被告らが作成した鑑定書と同

じ内容であり、それを超えて原告が本件刑事事件の犯人であると決め付ける

ものではなく、原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為には該当しない。 

    原告は、本件記者会見が、マスコミだけでなく、広く全国に、原告が本件

刑事事件の犯人であるとの心証を形成させた旨主張する。しかし、本件刑事

事件の確定控訴審判決において、「公表した内容も、客観的、一般的な事項

であって、捜査の秘密を冒したり、不当な予断偏見を生じさせたりするもの

ではない。」と、本件記者会見が、原告が本件刑事事件の犯人であるとの心

証を形成させるような性質のものではなかった旨判断されている。したがっ

て、原告の主張は理由がない。 

  ⑷ 争点⑷（争点⑶における原告の主張が許されないものであるか）について 

  （被告らの主張） 

    争点⑶における原告の主張は、実質的には私法上の責任追及に名を借りて

刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を蒸し返し、その判断の

変更を求めることになり、ひいてはその判決等の意義を損ない、刑事司法の

安定性を阻害することになるから、原則として許されないというべきである。 

  （原告の主張） 

    本件記者会見に係る名誉毀損行為は、本件刑事事件による起訴前に、検察

官からの鑑定書等の扱いに関する注意を無視してされたものであり、本件刑
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事事件とは全く独立した行為であるから、本件刑事事件による影響を受ける

ものではない。 

  ⑸ 争点⑸（名誉毀損行為の違法性阻却の有無）について 

  （被告らの主張） 

   ア 公益目的・公共利害性を前提とする真実性の抗弁 

     仮に、原告が主張する名誉毀損行為が存在したとしても、被告らが行っ

た本件記者会見は、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専

ら公益を図ることにあったと認められ、また、摘示された事実が真実であ

るから、違法性が阻却される（公益目的・公共利害性を前提とする真実性

の抗弁）。 

   イ 原告の主張に対する反論 

     これに対し、原告は、①再審第１審決定において既に被告Ａの鑑定書・

証言の信用性が大きく減殺されていることに照らせば、刑事確定判決の事

実のみによって、摘示された事実の真実性の立証がされたことにはならな

い、②被告らの行った本件記者会見は、刑事訴訟法４７条、１９６条に違

反するものであること等から、公益目的・公共利害性がない旨主張する。

しかし、上記①については、本件における真実性の抗弁の対象となる事実

は、原告の犯人性であって本件鑑定等の真実性ではない。そして、上記決

定において、原告の犯人性は否定されていない。また、上記②については、

被告らの行為が刑事訴訟法４７条、１９６条に直ちに違反する行為とはい

えない。そして、被告らの本件記者会見を行った動機に照らすと、公益目

的がないとはいえない（仮に、検察官に記者会見を反対されていた事情や

実費程度の写真代を徴収したという事情があったとしても、これらの事情

は、「悪事は裁かれるという科学の力を示すことで、全国の毒物混入事件

に対する抑止力になる」、「ＳＰｒｉｎｇ－８は共同利用施設で、得られた

成果は公表する義務がある」、「報道にまちがった表現もあり、正確な情報
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を伝える必要性がある」〔甲２９〕などと考えた被告らの動機が公益を図

る目的であったことを左右するものではない。）。したがって、原告の上記

の主張は理由がない。 

  （原告の主張） 

   ア 公益目的・公共利害性の不存在 

     被告らの行った本件記者会見は、刑事訴訟法４７条、１９６条に違反す

るものであり（刑事裁判外での私的な記者会見である。）、かつ、原告を犯

人と断定して公表したものであるから、公共の利害に関する事実に係り、

かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったとはいえず、違法性は阻却

されない（公益目的・公共利害性の不存在）。 

     公益目的の不存在 

      検察官は、被告らが本件記者会見を行った当時、被告らが本件記者会

見を行うことに反対していた。また、本件刑事事件の起訴がされる前の

時点において、被告らが本件記者会見を行う必要性も緊急性もなかった。 

     公共利害性の不存在 

      刑事訴訟法４７条は、訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されるこ

とによって訴訟関係人の名誉を毀損し、公序良俗を害し、裁判に対する

不当な影響を引き起こすことを防止するための規定であるとされている

ことからすると、これに該当する事実が公衆の正当な関心事であるとは

いえない。すなわち、被告らが行った本件記者会見が刑事訴訟法４７条

に違反するものであることに照らせば、公共利害性があるなどとはいえ

ない。 

   イ 真実性の不存在 

     再審第１審決定において既に被告Ａの鑑定書・証言の信用性が大きく減

殺されていることに照らせば、刑事確定判決の事実のみによって、摘示さ

れた事実の真実性の立証がされたことにはならない（真実性の不存在）。 
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     被告らは、本件における真実性の抗弁の対象となる事実は、原告の犯人

性であって本件鑑定等の真実性ではないなどと主張する。しかし、本件記

者会見当時、本件刑事事件に関し直接証拠がないとの過熱報道がされてい

たこと、その中で被告らが本件記者会見を行ったことに照らせば、本件に

おける真実性の抗弁の対象となる事実は、本件鑑定等の真実性である。 

   ⑹ 争点⑹（本件記者会見に係る名誉毀損による損害賠償請求権の消滅時効

の成否）について 

  （被告らの主張） 

   ア 本件記者会見は平成１０年１２月２６日に開かれ、その内容は同月２７

日に新聞報道されたところ（甲７、８）、原告は、同日頃には、本件記者

会見に係る名誉毀損による損害及び加害者を知ったと認められる。そして、

平成１３年１２月２７日は経過した。 

   イ これに対し、原告は、被告らの鑑定書・証言が虚偽であることを現実に

認識し、本件記者会見による損害の発生を現実に認識したのは平成２６年

１月２６日である旨主張する。しかし、被告らの鑑定書・証言が虚偽であ

るか否かは本件記者会見による名誉毀損の成立・不成立とは関係がないか

ら、原告の主張は理由がない。また、原告の支援者によって開設されてい

るブログ内の「過去の更新履歴」欄には平成２５年４月１０日更新として

「捜査段階に行われたヒ素の鑑定を再分析した結果、『原告宅で見つかっ

たとされるヒ素』と『現場にあったヒ素』が同一の物ではなかったと弁護

団が先日公表したが、その分析を行った京都大学のＣ教授による分析内容

をまとめた論文の掲載誌が発売されました。」旨の記載がある（乙１）。そ

うすると、仮に、前記の被告らの主張が認められないとしても、原告は、

遅くとも同日には被告らの鑑定書・証言が虚偽であることを現実に認識し

たことになり、消滅時効の起算点も遅くともその頃であったというべきで

ある。 
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  （原告の主張） 

   ア 原告は、再審請求事件におけるＣ教授による平成２６年１月２６日付け

鑑定書（甲３２）に始まる一連の意見書作成によって、被告らの鑑定書・

証言が虚偽であることを現実に認識し、本件記者会見による損害の発生を

現実に認識した。そして、原告は、平成２９年１月１６日付け内容証明郵

便による損害賠償請求を経て、同年４月３日に本件訴訟を提起した。した

がって、本件記者会見に係る名誉毀損による損害賠償請求権の消滅時効は

完成していない。 

   イ 被告らが引用するＣ教授の論文は、初期段階のものであって、被告らの

鑑定結果が信用できないことを中心とするものにすぎず、同論文をもって

原告の権利行使が直ちに現実に可能になったということはできない。 

   ウ 最高裁判例の中には、損害賠償請求が現実に可能な状況になった時点

（消滅時効の起算点）を、①被害者が損害の発生を現実に認識したとき、

②無罪判決が確定したときをもって加害者を知ったときに当たる旨判示し

たものがある。すなわち、判例上、「無罪判決が手続的に確定していなく

ても、当該被告人は自らが無罪であることは知っているのであるから権利

行使が可能であったとして、無罪主張の時点をもって消滅時効の起算点で

ある」、とはされておらず、飽くまでも、「無罪判決が確定したときが、損

害賠償請求が現実に可能な状況になった時点（消滅時効の起算点）であ

る」、とされている。 

     そして、本件において権利行使が現実に可能となった時点は、Ｃ教授の

意見書（甲３２）が、正式に再審請求事件で新証拠として提出された時点

を指すというべきである。 

  ⑺ 争点⑺（〔因果関係及び〕損害額）について 

  （原告の主張） 

   ア 慰謝料 ６０００万円 
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     被告らの鑑定書・証言による慰謝料 ５０００万円 

      原告は、死刑判決を受けたことによって、①毎日他人に殺されるかも

しれないと思って過ごすこと、②原告の子どもらに対し、母親と会えな

い苦痛や世間から大量無差別殺人者の子として後ろ指を指される辛い思

いをさせたこと、③拘禁された状態で再審請求事件を維持していかざる

を得なくなったことといった精神的苦痛及び困難を被った。これに対す

る慰謝料としては、５０００万円が相当である。 

     本件記者会見による慰謝料 １０００万円 

      本件記者会見は、原告を本件刑事事件の犯人と決めつけるものであっ

て、原告の名誉を著しく害するものである。これにより、原告は甚大な

精神的苦痛を被った。これに対する慰謝料としては、１０００万円を下

らない。 

   イ 弁護士費用 ５００万円 

  （被告らの主張） 

    原告の主張は否認し、又は争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

   前提事実に加え、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めら

れる。 

  ⑴ 本件刑事事件の発生 

    平成１０年７月２５日の午後５時５０分頃から同日午後７時頃までの間、

自治会の夏祭り（以下「本件夏祭り」という。）の会場において、亜砒酸が

混入したカレーライスを食べた者のうち、４名が急性砒素中毒により死亡し、

６３名が急性砒素中毒にり患するという事件（本件刑事事件）が起きた（甲

６、３６、５０、乙１８）。 

  ⑵ 本件記者会見までの経緯 
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   ア 和歌山県警察は、平成１０年８月２日、死亡した被害者の胃吸引液等か

ら砒素が検出され、同月３日、カレー等からも砒素が検出されるなどした

ことから、本件の凶器が砒素であると判断し、その後、原告が容疑者（被

疑者）として浮上した（甲５０・１、２０、２１頁）。 

   イ 原告の実兄であるＦは、和歌山県警察に対し、平成１０年８月３０日、

①緑色ドラム缶及び在中の灰白色粉末（以下、同ドラム缶在中の灰白色粉

末を「資料①」ということがある。）、②育児用ミルク缶及び在中の灰白色

粉末（以下、同ミルク缶在中の灰白色粉末を「資料②」ということがあ

る。）及び③上蓋に「重」と記載された白色缶及び在中の灰白色粉末（以

下、同白色缶在中の灰白色粉末を「資料③」ということがある。）等を、

同年９月３０日、④茶色プラスチック容器及び在中の灰白色粉末（以下、

同容器在中の灰白色粉末を「資料④」ということがある。）等を任意提出

した（甲１、５０・３０、３１頁）。 

   ウ 和歌山県警察は、平成１０年１０月１３日、原告の元居住先（Ｇ方）及

びそのガレージにおいて、⑤雪印ネオミルク缶及び在中の灰白色粉末（以

下、同ミルク缶在中の灰白色粉末を「資料⑤」ということがある。）の任

意提出を受け、同月４日から同月１２日までの間、原告宅等において、⑥

プラスチック製容器（以下、これの付着物を「資料⑥」ということがあ

る。）等を差し押さえた。 

     なお、同年７月２５日、領置された本件夏祭りの会場のゴミ袋から、青

色紙コップ（以下、これの付着物を「資料⑦」ということがある。）が発

見された（甲１、５０・３１頁）。 

   エ 原告は、平成１０年１０月４日、殺人未遂、詐欺容疑で逮捕され（同月

２５日起訴）、同月２６日、殺人未遂、詐欺容疑で逮捕され、同年１１月

１８日、殺人未遂、詐欺容疑（以上はいずれも本件刑事事件とは異なる容

疑）で逮捕（同年１２月９日起訴）された（甲５０・３、５７、５８頁、
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弁論の全趣旨）。 

   オ 被告Ａは、平成１０年１２月２日付けで（ただし、検事から具体的に依

頼を受けたのは、同年１２月１３日の夜頃であった。）、和歌山地方検察庁

検事から、資料①ないし資料⑦等の各粉末ないし各付着物（亜砒酸）の異

同鑑別、本件夏祭りで提供されたカレー（和歌山市衛生研究所長から任意

提出を受けたカレールー。以下、「本件カレー」という。）の亜砒酸含有の

有無、本件カレーと資料①ないし資料⑦等の異同鑑別に係る鑑定の嘱託

（被告Ａ第１鑑定に係る嘱託）を受けた。 

     被告Ａは、平成１０年１２月４日、被告Ａ第１鑑定に関し、粉末Ｘ線解

析による検査を実施した。（甲１、３７・６８ないし７１頁、９７） 

   カ 原告は、平成１０年１２月９日、本件刑事事件に係る殺人、殺人未遂容

疑で逮捕され、毛髪（左右の前頭部、左右の後頭部の計４か所。以下、併

せて「本件毛髪」という。）を採取された（甲４、５０・３、５８頁、５

２）。 

     被告Ｂは、平成１０年１２月１１日付けで和歌山県警察本部長から、本

件毛髪中に過剰な砒素が存在するか、存在する場合、体内砒素か外部付着

のものか等について、鑑定の嘱託（被告Ｂ鑑定に係る嘱託）を受けた。 

     被告Ｂは、同日、被告Ｂ鑑定に関し、本件毛髪（左右の前頭部、左右の

後頭部の４か所）に係る「超低温捕集－還元気化－原子吸光光度計」によ

る砒素の化学形態測定を実施した。（前提事実、甲４、５２。具体的な内

容は後記参照）。 

   キ 被告Ａは、被告Ａ第１鑑定に関し、平成１０年１２月１１日ないし同月

１３日、並びに、同月１８日及び同月１９日、ＳＰｒｉｎｇ－８（財団法

人高輝度光科学研究センターが管理する放射光施設）による蛍光Ｘ線分析

検査、同月１４日ないし同月１６日、フォトンファクトリー（高エネルギ

ー加速器研究機構物質構造科学研究所が管理するもので、ＢＬ－４Ａなど
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がある。）による蛍光Ｘ線分析検査を実施した。 

     具体的には、蛍光Ｘ線分析とは、物質に一定以上のエネルギーを持つＸ

線を照射することで励起（励起とは、原子や分子が外からエネルギーを与

えられ、元のエネルギーの低い安定した状態からエネルギーの高い状態へ

移ることをいう〔乙２・３頁〕。）等が生じ、それにより発生する固有Ｘ線

（蛍光Ｘ線）を利用し、元素固有のエネルギーのＸ線強度（光子の数）か

ら構成元素等を計測するものであり、被告Ａは、ＳＰｒｉｎｇ－８による

蛍光Ｘ線分析により得られた結果を、縦軸に蛍光エックス線の強度、横軸

に蛍光Ｘ線のエネルギー（ｋｅＶ）を記載して折れ線グラフ様の図（以下

「スペクトル図」という。）で表した。（甲１、４５ないし４７〔枝番を含

む。〕、乙２） 

   ク 被告Ｂは、平成１０年１２月１４日から同月１６日、被告Ｂ鑑定に関し、

被告Ａを測定者として、フォトンファクトリー（ＢＬ－４Ａ）による蛍光

Ｘ線分析検査（本件毛髪中の砒素の測定等）を実施した（甲４）。 

   ケ 科警研のＨらは、平成１０年１１月５日付けの鑑定の嘱託を受け、資料

①ないし資料⑤及び資料⑦に係る異同識別等について鑑定した結果（以下

「科警研の異同識別鑑定」という。）、同年１２月１５日付けで鑑定書を作

成し、資料⑦と資料①ないし資料⑤の亜砒酸が同一のものに由来すると考

えても矛盾はしないと判断した（甲９）。 

  ⑶ 本件記者会見 

   ア 被告らは、平成１０年１２月２６日、東京理科大学において、本件記者

会見を行い、鑑定結果の概要等を説明して公表し、日刊新聞等は、同月２

７日以降、本件記者会見の概要を報道した。 

   イ 本件記者会見に関する記事には、被告らが、「最新の機器を駆使すれば、

消えかけた犯罪の痕跡も見えてくる。先端科学の力が犯罪抑止力になるこ

とを訴えたい」（甲２３）、「これと同じ成分の亜ヒ酸をほかで見つけてく
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ることは不可能でしょう。もし、どなたか探してきたら降参しますよ」、

「悪事は裁かれるという科学の力を示すことで、全国の毒物混入事件に対

する抑止力になる」、「ＳＰｒｉｎｇ－８は共同利用施設で、得られた成果

は公表する義務がある」、「報道に間違った表現もあり、正確な情報を伝え

る必要性がある」（甲２９）などと述べた旨記載されており、被告らは、

上記鑑定結果の概要と併せて、上記記事に記載の内容の説明をしたものと

認められる。（前提事実、甲７、８、２２、２３、２６ないし３１、１１

４） 

     なお、被告らは、警察や検察から承諾を得ずに、本件記者会見において

資料等を配布した（甲３７・１８１、１８２頁）。 

  ⑷ 原告が起訴された後の経緯 

   ア 原告は、平成１０年１２月２９日、本件刑事事件につき、起訴された

（甲２４、５０・３、５８頁）。 

   イ 被告Ａは、前記平成１０年１２月２日付けの鑑定の嘱託に対し、平成１

１年２月１９日付けの鑑定書（被告Ａ第１鑑定書）を作成した。 

     被告Ａ第１鑑定書では、本件カレーには、亜砒酸が含まれている、資料

⑥、資料⑦及び本件カレー内の白色結晶粒子は、いずれもモリブデン、ア

ンチモン、スズ及びビスマスという４つの重元素不純物を含有しており、

資料①ないし資料⑤も、モリブデン、アンチモン、スズ及びビスマスとい

う４つの重元素不純物を含有しており、資料⑥、資料⑦及び本件カレー内

の白色結晶粒子に含まれている重元素の組成の特徴（いずれもスズとアン

チモンの含有量がほぼ同一であり、ビスマスはスズ及びアンチモンの数倍

多く含まれているという特異的な特徴）と一致した、他方、紀北家畜保健

衛生所等から入手した亜砒酸は、上記組成的特徴とは異なるものであった、

モリブデン、アンチモン、スズ及びビスマスという重元素が製造後の環境

から汚染により混入し、上記の組成上の特徴が偶然一致する可能性はほと



 

21 

んどなく、亜砒酸の不純物の含有割合が製造工程、精製過程により容易に

変化することが実験的にも認められることから、資料①ないし資料⑦及び

本件カレー内の白色結晶粒子（以下、資料①ないし資料⑦及び本件カレー

内の白色結晶粒子を併せて、「被告Ａ第１鑑定資料」ということがある。）

は、同一物、すなわち、同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製

造した亜砒酸であると判断された。（前提事実、甲１） 

   ウ 被告Ｂは、前記平成１０年１２月１１日付けの鑑定の嘱託に対し、平成

１１年３月２９日付けで鑑定書（被告Ｂ鑑定書）を作成した（前提事実、

甲４、５２）。 

     被告Ｂ鑑定では、頭髪（本件毛髪）約５０㎎を耐熱性のプラスチック試

験管に取り、これに２Ｎ―水素ナトリウム溶液２㎖を加え、１００℃で３

時間加熱分解し、これが測定資料とされ、「超低温捕集－還元気化－原子

吸光光度計」での砒素の化学形態測定等により鑑定が実施された結果、原

告の右側前頭部から０．０９０㎍Ａｓ／ｇの３価砒素が検出され、原告の

「頭髪に一般健常者には認められない亜砒酸暴露（外部付着）が存在して

いたもの」と判断された（甲４）。 

   エ 被告Ａは、平成１１年４月１９日付けで和歌山地方検察庁検事から、本

件毛髪について、砒素付着の有無、毛髪に付着した砒素が長期間残存する

可能性の有無等に係る鑑定の嘱託（被告Ａ第２鑑定に係る嘱託）、工場で

製造された亜砒酸１３点と被告Ａ第１鑑定資料との異同識別等に係る鑑定

の嘱託（後記被告Ａその他鑑定に係る嘱託）を受けた（前提事実、甲４４、

４８）。 

   オ 平成１１年５月１３日、原告の本件刑事事件等についての第１回公判期

日が行われた（甲２５）。 

   カ 被告Ａは、前記平成１１年４月１９日付けの鑑定の嘱託に対し、同年７

月２３日付けで鑑定書（被告Ａ第２鑑定書）を作成した（前提事実、甲４
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４）。 

     被告Ａは、被告Ａ第２鑑定において、蛍光Ｘ線分析による方法で、伸長

方向に沿って１㎜ステップで分析をしたとして、本件毛髪の切断面から５

０ないし５３㎜部分に砒素の局在が認められ、毛髪に付着した砒素は長期

間残存することが確認できたと判断した（甲４４。なお、被告Ａは、平成

１２年３月２８日付で、被告Ａ第２鑑定書の内容を追加する鑑定書〔亜砒

酸を付着させた被告Ａの毛髪を鑑定資料として、毛髪に付着した砒素が長

期間残存する可能性の有無等を鑑定事項とするもの〕を作成している〔甲

４９〕。）。 

   キ 被告Ａは、前記平成１１年１０月１５日付けの鑑定の嘱託に対し、平成

１２年３月２８日付けで鑑定書（被告Ａ第３鑑定書）を作成した。 

     被告Ａは、被告Ａ第３鑑定書において、同一の製造工場で製造された純

度の高い亜砒酸でも、ロットによって不純物重元素の組成が変動すること

を示している、このことは亜砒酸に含まれる重元素組成の特徴から亜砒酸

の異同識別を行うことの妥当性を示すものと考えられる旨判断した。（前

提事実、甲２） 

   ク 被告Ａは、前記平成１１年４月１９日付けの鑑定の嘱託（工場で製造さ

れた亜砒酸１３点と被告Ａ第１鑑定資料との異同識別等）に対し、平成１

２年３月２８日付けで鑑定書（以下、「被告Ａその他鑑定書」といい、同

鑑定書作成の基礎となる鑑定を「被告Ａその他鑑定」という。）を作成し

た。 

     被告Ａは、被告Ａその他鑑定書において、鑑定資料の亜砒酸１３点は、

不純物として含まれる重元素の特徴が異なっており、被告Ａ第１鑑定資料

とは異なる亜砒酸である、亜砒酸に含まれる重元素の化学組成の特徴が製

品毎にきわめて多様であることを示しており、亜砒酸に含まれる重元素の

化学組成の特徴から亜砒酸の異同識別を行うことの妥当性を支持するもの
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と考えられると判断した。（甲４８） 

  ⑸ 被告らの本件刑事事件公判での証言を含むその後の経緯 

   ア 被告Ａは、平成１２年７月１３日、和歌山地方裁判所（確定第１審）で

証人として、被告Ａ第１鑑定資料につき、「鑑定資料が同一であるという

ふうに結論付けられた」、「ロットの違いというものが、こういうような高

純度のものでも、微量元素の組成から分かる」旨証言した（被告Ａ証言）

（前提事実、甲３、５３）。 

   イ 被告Ｂは、平成１２年８月９日、和歌山地方裁判所（確定第１審）で証

人として、「Ａｓ（Ⅲ）という砒素は、一般人から検出するということは

通常はございません」、「この被検者に関しましては右側前頭部から０．０

９０という値が得られております。このＡｓ（Ⅲ）という物質は実は無機

の三価砒素でありまして、これは亜砒酸及び亜砒酸化合物を意味いたしま

す。ですから、この髪の毛には、亜砒酸及び亜砒酸化合物が外部付着して

いたということを意味いたします」旨証言した（被告Ｂ証言）（前提事実、

甲５、１９、５４）。 

   ウ 大阪電気通信大学工学部教授のＤ及び広島大学大学院工学研究科助教授

のＥは、確定第１審において、平成１３年７月１３日付け鑑定請求採用決

定に基づき、和歌山地方裁判所（確定第１審）から、被告Ａ第１鑑定資料

等の異同識別鑑定を命じられ、鑑定を実施した（以下、この鑑定を「ＤＥ

鑑定」という。）。 

     ＤＥ鑑定では、資料①ないし資料⑤は同種であり、資料⑥は資料①ない

し資料⑤と同種と考えても矛盾はない（ただし、いずれも極めて量が少な

く、微量元素の定量は困難であり、同種であるとは判断できない）、資料

⑦は、資料①ないし資料⑤と同種であるなどと判断された。（甲３６・５

０ないし５３頁、乙１８、弁論の全趣旨）。 

  ⑹ Ｃ教授による本件刑事事件に係る論文の発表等   
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原告の支援者によって開設されているブログ内には、「２０１３年４月１

０日更新」として「捜査段階に行われたヒ素の鑑定を再分析した結果、『原

告宅で見つかったとされるヒ素』と『現場にあったヒ素』が同一の物ではな

かったと弁護団が先日公表しましたが、その分析を行った京都大学のＣ教授

による分析内容をまとめた論文の掲載誌が発売されました。」と記載されて

いる（乙１）。 

なお、Ｃ教授は、平成２２年９月頃以降、再審請求事件を担当する弁護士

（原告訴訟代理人ら）から本件刑事事件の鑑定書等についての解説等を依頼

され、少なくとも、平成２４年１月頃から平成２５年４月頃までに、「和歌

山カレー砒素事件鑑定資料：蛍光Ｘ線分析」、「和歌山カレーヒ素事件鑑定資

料の軽元素組成の解析」、「和歌山毒物カレー事件の鑑定の信頼性は十分であ

ったか」などの論文を出版している（甲７２、乙１３、証人Ｃ〔第３回４３

頁、第６回２０頁〕）。 

２ 争点⑴（被告らの鑑定書・証言が虚偽であって、原告に対する共同不法行為

を構成するか）、争点⑵（争点⑴における原告の主張が許されないものである

か）について 

⑴ 刑事裁判手続における鑑定人等の行為につき、民事裁判手続において損害

賠償を請求することの可否等について（争点⑵参照） 

    刑事事件について有罪判決の言渡しを受け、これが確定した者が、その判

決の成立過程における鑑定人（以下、捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定

受託者を含め、単に「鑑定人」という。）による鑑定や証人による証言に虚

偽があり、これにより、不利益かつ不当な有罪判決を受けたことそれ自体に

より損害を被ったことを理由として、鑑定人等に対し、不法行為に基づく損

害賠償請求をすることは、刑事訴訟法で定められた不服申立手続である再審

手続によることなく、確定した有罪判決の結論を基礎付けた証拠の評価等に

ついての争いが蒸し返され、刑事事件の確定した有罪判決を実質的に無意義
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なものとするものであって、刑事裁判手続の法的安定を著しく害する結果と

なるから、原則として許されるべきではなく、刑事裁判手続に関与した鑑定

人等が、害意をもって、鑑定等の虚偽に関与し、裁判所の判断を誤らせるな

どの不正な行為を行い、その行為につき虚偽鑑定罪や偽証罪等の有罪判決が

確定するなど、鑑定人等のその行為が著しく正義に反し、刑事裁判手続の法

的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合に

限って、許されるものと解するのが相当である。 

    以下、本件につき上記特別の事情が認められるかについて検討する。 

  ⑵ 被告Ａ第１鑑定、被告Ａ第３鑑定及び被告Ａ証言について 

ア 原告は、被告Ａ第１鑑定は、記載された根拠からはおよそ資料①ないし

⑦（鑑定資料１ないし７）と本件カレー中の白色結晶粒子（鑑定資料１０

－１）が「同一物」であるとの結論を出すことができないのに、そのよう

な推論を行って、「同一物」であるとの結論を出している点、被告Ａ第３

鑑定は、ロット番号（製造番号）が異なっていても不純物重元素の組成を

同じくするものがあるのに、不純物重元素組成の特徴から「同一物」であ

るか否かを判断できるとしている点で虚偽であって、被告Ａ証言も同様の

点から虚偽である旨主張する。 

この点、被告Ａは、製造された亜砒酸は、製造時期（製造日）ごとに特

定のロット番号が付され、製造時期（製造日）が同じ亜砒酸については同

一のロット番号が付される、製造時期（製造日）が異なれば製造に用いる

原料も異なることを前提にしていたところ（乙２・９、１０頁）、実際に

はドラム缶に亜砒酸を詰める際には２トンで１ロットと管理しているため

（すなわち、日を単位としてロットを区別しておらず、１ロット分の亜砒

酸を製造するには数日かかるとされている。）、ロットの最後のドラム缶内

の不純物等の含有割合と次のロットの最初のドラム缶内の不純物等の含有

割合が同じ値となることがあり、他方、１ロットを製造する場合には複数
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回分操作をするところ、１ロットを製造する中で調合の異なった原料を使

用することもあるため、１ロット内においても不純物等の含有割合に若干

のばらつきが生じることがあることからすれば（甲３６・８０、８１頁、

９０）、被告Ａ第３鑑定書における「ロットによって不純物重元素の組成

が変動する」旨の記載（甲２・４頁）は正確性を欠くといえる（原告が指

摘する被告Ａ第３鑑定の鑑定資料の⑤〔図５〕及び⑥〔図６〕や⑳〔図２

０〕及び㉑〔図２１〕は、鑑定資料のロット番号は異なるものの、これら

のモリブデン、アンチモン、スズ及びビスマスといった不純物重元素の含

有割合〔組成〕は同じないし近しいとうかがわれるが〔甲９０・２４枚

目〕、被告Ａは、これらの不純物重元素の含有割合〔組成〕が異なる旨判

断しており〔甲５３・１４３ないし１４５頁。被告Ａ本人〔第３回５、６、

６３ないし６５頁〕も参照。〕、被告Ａが、同鑑定に際して、前提となる事

実を正確に認識していなかったことを裏付ける。）。そして、このような観

点から、被告Ａ第１鑑定書における「同一物、すなわち、同一の工場が同

一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜砒酸である旨の記載も一部前

提を欠くものであったと認められる（再審第１審決定においても、ロット

番号に依拠して同一時期という前提に基づいて判断した過程については妥

当性を欠くところがある旨判断されている〔甲３６・８１、８２頁〕。）。 

もっとも、上記の点は、被告Ａが事前に誤った説明を受けたまま鑑定を

実施したものとも考えられるから（乙２・９、１０頁参照）、被告Ａが、

被告Ａ第１鑑定、同第３鑑定及び同証言時に、亜砒酸の製造過程等を正確

に把握していなかったとはいえても、原告のいう虚偽の鑑定を実施する意

図、鑑定不正の意図があったと直ちに推認することはできず、原告の主張

は採用できない。 

イ  原告は、被告Ａ第１鑑定及び同第３鑑定について、被告Ａの鑑定手法

は、スペクトル図を比較して似ているか視覚的に判別するもので専門知
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識が不要な主観的なものである（客観的数値とも乖離している）、不純

物の含有割合を論じずに強度のみを比較している点で誤りである、被告

Ａ第１鑑定書のスペクトル図の縦軸には目盛りがなく、また、被告Ａ第

３鑑定書のスペクトル図の縦軸は、目盛りの単位を変更しており、縦軸

の目盛りを変更することで異なるものでも同じであるかのように調整し

ているなどと主張する。 

この点、被告Ａが、鑑定の結果をスペクトル図で表現したのは、微量

の亜砒酸中の微量元素の分析であり、スペクトル図で誰でも見て分かる

ように、亜砒酸の組成を特徴づけるモリブデン、アンチモン、スズ及び

ビスマスの４元素に着目し、このピークの高さ（相対的強度）をパター

ンとして認識・分析等するためであるが（以下、この手法を「パターン

認識」ということがある。乙２・１２頁）、パターン認識による分析手

法には一定の限界があるとは認められるものの（被告Ａも、人為的に縦

軸のスケールを変化させたため、混乱が生じている旨供述している〔被

告Ａ本人〔第３回６４、６５頁〕〕。）、確定第１審判決や確定控訴審判決

において、その限界も含め、相当性、合理性が確認されているとおりで

あって（乙１８・３７頁参照）、被告Ａがパターン認識の手法を用いた

こと、同手法に伴うスペクトル図の記載方法等から被告Ａが虚偽の鑑定

をする意図を有していたとは推認できない。 

また、被告Ａが元素の濃度を数値化せずに、アンチモン、スズ及びビ

スマスを分析している点も、これが同鑑定の精度が良いとはいえない根

拠となるとしても、より精度の高い分析がされた科警研の異同識別鑑定

及びＤＥ鑑定においても、同一ないし矛盾しない結果が確認され、これ

らの鑑定は亜砒酸の由来に関する関係者の供述とも符合していると評価

されていることなどからすれば、原告が指摘する点は、被告Ａが恣意的

に鑑定を行ったことを裏付けるものとはいえず、ひいては、被告Ａが虚
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偽の鑑定を行う意図があったと推認することはできない（甲３６・１０

８、１０９頁等参照）。 

 原告は、被告Ａ第１鑑定につき、測定データが不正確で分析数値の誤

差が大きすぎ、異同識別の根拠たり得ない旨主張する。 

しかし、原告の主張は、専ら被告Ａ第１鑑定の証拠価値に関する問題

であって、直ちに被告Ａが虚偽の鑑定を行う意図を有していたことを推

認できるものではない。また、被告Ａも、被告Ａ第１鑑定につき、測定

機器を深夜に車に積んで出発し、現場で装置を組み立てて測定条件を確

立するなど、ぎりぎりの状況で行われたチャレンジングな測定であり、

用意周到な条件で行われたものではなく、「鑑定書を学術論文を批評さ

れる眼で見ていると感じるところが少なくないＣ氏からみれば、不十分

と感じられるのも無理もないと思われる。」旨述べるほか、確定第１審

においても「測定結果の精度が十分でないと思われる。」旨述べるなど、

被告Ａ自身もその正確性については一定の留保をしていること（甲２

１・８０頁、乙１８・３６、３７頁）などからしても、被告Ａに虚偽の

鑑定を行う意図があったとは認められない。 

 原告は、被告Ａが本件訴訟内も含め、場当たり的、恣意的、客観性を

欠く姿勢を示していること、被告Ａが本件記者会見を開いて結果を発表

するという異常な行動に出たのは、名声を得るためであったなどとして、

被告Ａ第１鑑定、同第３鑑定及び同証言が、鑑定不正、虚偽証言である

など主張する。 

ａ この点、被告Ａは、Ｃ教授の指摘に対し、論文において、「亜ヒ酸

のＡｓ（ヒ素）をＳｂ（アンチモン）やＢｉ（ビスマス）原子が原子

レベルで置換（固溶）しているため、亜ヒ酸は、純物質ですので、試

料のどこにＸ線を照射しても量比は一定に保たれます。結果として、

Ｓｂ（アンチモン）の隣接元素であるＳｎ（スズ）もＳｂ（アンチモ
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ン）と同様の挙動をとり、製造過程ではほぼ均一に分散していた」と

記載し（甲６５・３０、３１頁。平成２５年８月）、再審請求事件に

提出された意見書においても「私の鑑定で着目したアンチモン（Ｓ

ｂ）、ビスマス（Ｂｉ）、スズ（Ｓｎ）は、原子レベルで亜砒酸に製造

時から含まれているので、蛍光Ｘ線スペクトルのＳｂ、Ｂｉ、Ｓｎの

示すパターンは、試料の状態（たとえば試料量や不均質性）や測定条

件（たとえば測定日）に左右されない。」と記載している（甲７０・

７頁。平成２６年１２月）のに対し、本件訴訟においては、「すず

（Ｓｎ）とアンチモン（Ｓｂ）の化学的性質がかなり異なり、釜の中

で均一に混合されないため、生成した亜砒酸の中のＳｎ／Ｓｂ比が場

所により不均一となる」などと陳述しており（乙２・１４頁。被告Ａ

本人〔第３回１９ないし２１頁〕も参照）、亜砒酸の製造過程におけ

る不純物重元素の均一性について、一見すると矛盾する判断をしてい

るとも評価し得る。しかし、原告が指摘する被告Ａの論文の記載や陳

述は、被告Ａ各鑑定後のＣ教授の指摘を踏まえた反論をする中で、そ

れぞれ異なる観点や趣旨で記載等したものと考えることもできるもの

であるから、各記載部分のみを取り出して、被告Ａの検討が整合性を

欠いているとは評価できず、ひいては、被告Ａが虚偽の鑑定を行う意

図を有していたと推認することも困難である。 

また、原告は、本件訴訟において、被告Ａが「パターンを目で判断

することは無理」と供述した点を指摘するが、被告Ａの同供述は、被

告Ａ第３鑑定書の図（スペクトル図）を見て、厳密な高さの違い（数

値）をその場で判断することは無理である趣旨の供述と考えられるか

ら（被告Ａ本人〔第３回４、５頁〕）、原告の主張は前提を欠く。 

ｂ その他、被告Ａは、被告Ａ第３鑑定に関する被告Ａ証言（特にスペ

クトル図におけるアンチモンのピークの高低に係る証言〔甲５３・１
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４３ないし１４５頁〕）において、同証言には実際のピークの高さと

整合性がとれていない部分があることを認めている（被告Ａ本人〔第

３回６、７頁〕）ものの、被告Ａは、上記被告Ａ証言でも、ピークの

高さにつき「あんまり変わらない」、「同程度」などと表現するなど

（甲５３・１４４頁）、ピークが異なることのみを証言しているもの

でもないから、この点をもって被告Ａの虚偽鑑定や偽証の意図があっ

たなどとはいえない。 

また、後記のとおり、被告らの本件記者会見は、中立性や公正さが

特に求められる鑑定人の行動として軽率と評価されても仕方のないも

のであるが、これのみで虚偽鑑定や偽証の意図があったとまでは推認

できない。 

 原告は、特に被告Ａ第１鑑定につき、被告Ａが科警研の異同識別鑑定

の結論をなぞり、捜査機関にとってより有利な結果を出す目的や予断を

持って鑑定を実施し、科警研の異同識別鑑定で識別できなかったものを

識別できたことにしたなどとして、鑑定不正、虚偽証言である（証人Ｃ

〔第６回５０頁〕も参照）など主張する。 

この点、被告Ａが、被告Ａ第１鑑定時に、科警研の異同識別鑑定の内

容等をどの程度認識していたかは明らかでない部分は残るものの（甲６

５・２７頁、６９、１１９の２、乙２参照）、仮に、事前に他の鑑定の

手法や結果を知っていたとしても、直ちに虚偽の鑑定をする意図を有し

ていたと推認できるものでもないし、依頼を受けた際に「２週間で結果

を出してほしい」と伝えられた（甲３４・２枚目）、「起訴のために鑑定

の依頼から３週間という限られた時間で結果を出さねばならなかった」

（甲６５・３１頁）などの論文等に記載された被告Ａの発言も、鑑定の

結果を返答する期間が短かったことを述べるものと評価でき、被告Ａが、

科警研の異同識別鑑定の結果に沿う形で恣意的に鑑定意見を述べたなど
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と直ちに推認させるものとは言えない。 

ウ 以上を踏まえて検討するに、被告Ａ第１鑑定書、同第３鑑定書及び同証

言につき、一部正確性を欠く前提や表現があり、これらの点についての原

告の指摘は正当なものがある。 

しかし、鑑定内容の正確性等は、専ら鑑定の信用性（証拠価値）の問題

であって、これをもって直ちに虚偽鑑定等の動機を有していたことを推認

することは困難である上、これらの鑑定等については、科警研の異同識別

鑑定及びＤＥ鑑定と相まって、結果としてその妥当性・相当性等は担保さ

れていることからすれば（再審請求事件においても、Ｃ教授の意見書を踏

まえて検討されたが、一部を除き、その信用性は否定されていない〔甲３

６、乙１８〕。）、被告Ａが虚偽鑑定や偽証をする動機を有しており、ひい

ては、虚偽鑑定や偽証の意図をもって、被告Ａ第１鑑定、同第３鑑定及び

同証言を行ったとは認められない。 

そうすると、被告Ａが、被告Ａ第１鑑定、同第３鑑定及び同証言につき、

害意をもって、鑑定等の虚偽に関与し、裁判所の判断を誤らせるなどの不

正な行為を行い、その行為につき虚偽鑑定罪や偽証罪等の有罪判決が確定

しているとは認められないところ、上記検討を踏まえても、本件につき、

著しく正義に反し、刑事裁判手続の法的安定の要請を考慮してもなお容認

し得ないような特別の事情があるとは認められない。よって、被告Ａ第１

鑑定、同第３鑑定及び同証言が、虚偽鑑定、偽証であるとして、損害賠償

を求める原告の請求は理由がない。 

  ⑶ 被告Ａ第２鑑定について 

ア 原告は、被告Ａ第２鑑定は、本件毛髪から砒素が検出されていなかった

にもかかわらず（実際に検出されたものは鉛であったにもかかわらず）、

砒素が検出されたとする点で、虚偽である旨主張する。 

 このうち、原告は、被告Ａが、被告Ａ第２鑑定書の図２及び被告Ｂ鑑
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定書の図１に係る蛍光Ｘ線分析（平成１０年１２月１４日ないし同月１

６日に測定のもの）の際に用いたＸ線のエネルギーが、鉛が励起される

２０ないし２１ｋｅＶであるとして（甲３７・３７ないし３９頁参照）、

被告Ａ第２鑑定書の図２及び被告Ｂ鑑定書の図１のピークは砒素ではな

く鉛であったなど主張する。 

同蛍光Ｘ線分析（平成１０年１２月１４日ないし同月１６日のもの）

の際に使用したＸ線のエネルギーについて、被告Ａ第１鑑定書には、２

０ないし２１ｋｅＶと記載されており（甲１・６頁）、被告Ａは、確定

第１審においては、２０ないし２１ｋｅＶで測定した旨の証言していた

（甲３７・３７ないし３９頁）。ところが、被告Ａは、本件訴訟におい

ては、１５ｋｅＶで測定した旨陳述書に記載し（乙３・６、７頁）、本

人尋問では、確定第１審における証言が正しい趣旨の供述をした後、１

５ｋｅＶで測定した、２１ｋｅＶで測定することはあり得ない旨供述す

るに至っており（被告Ａ本人〔第３回２３ないし３５、４６ないし５３、

５９ないし６２頁〕）、使用したＸ線のエネルギーに係る被告Ａの認識等

が一貫していないともうかがわれる。そうすると、上記の被告Ａの測定

結果に依拠して評価を行った被告Ｂ鑑定書の図１については、その正確

性に疑問があるというべきである。もっとも、被告Ｂは、自ら測定を行

ったものではないことに照らすと、これをもって直ちに虚偽鑑定等の意

図をもっていたと認めることはできない。 

また、被告Ａ第２鑑定については、フォトンファクトリー（ＢＬ－４

Ａ）による蛍光Ｘ線分析（平成１１年５月１７日測定のもの）によって、

鉛が励起されない１２．２、１２．９ｋｅＶのＸ線エネルギーを用いて、

鑑定資料である本件毛髪について砒素付着の有無及び本件毛髪に付着し

た砒素が長期間残存する可能性の有無等を主たる鑑定事項とするもので

あり（甲４４）、原告が指摘する被告Ａ第２鑑定書の図２は、別の測定
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日（平成１０年１２月１４日ないし同月１６日測定）の測定結果の分析

が参考として添付されたものにすぎず、被告Ａ第２鑑定に直接関係する

ものとはいえないから、原告指摘の点をもって、被告Ａ第２鑑定が虚偽

の鑑定であるなどとは認められない。 

 原告は、そのほかに、被告Ａ第２鑑定書の図１（本件毛髪につき、砒

素が切断面から５０ないし５３mm に局在しているとの１次元分析の結

果）につき、スペクトルが測定されておらず、使用したＸ線のエネルギ

ーも不明である、同図３及び図４（対照資料である被告Ａの頭髪に関す

る分析）は、マルチチャンネルアナライザでスペクトル図を添付してい

るのに対し、同図１（本件毛髪に関する分析）はシングルチャンネルア

ナライザでスペクトル図を添付していない、被告Ａ第２鑑定においては

迷光（光学機器の内部に発生する、不必要な光の反射や散乱）が発生し

ているなどを根拠に、同図１のピークが砒素であるとは判定できず、被

告Ａ第２鑑定の結論は誤りである旨主張する。 

しかし、原告の主張する点は、現時点で検討した際に、蛍光Ｘ線分析

の実施方法が適切でなかった（より適切な方法があった）、時間の制約

を踏まえて選択した方法が適切でなかったなどと評価することが可能な

ものであって、これをもって直ちに被告Ａが当時、虚偽鑑定の意図を有

していたとは推認し難く、原告の主張は採用できない。 

イ 以上によれば、前記⑵と同様に、鑑定内容の正確性等は、専ら鑑定の信

用性（証拠価値）の問題であって、手法の妥当性等の問題にとどまると評

価できるものであり、虚偽鑑定等の動機を有していたことを推認すること

は困難であることなどからすれば、被告Ａが本件記者会見を実施している

ことを踏まえても、被告Ａが虚偽鑑定の動機を有し、ひいては、虚偽鑑定

の意図をもって、被告Ａ第２鑑定を行ったとは認められない。 

そして、被告Ａが、被告Ａ第２鑑定につき、害意をもって、鑑定等の虚
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偽に関与し、裁判所の判断を誤らせるなどの不正な行為を行い、その行為

につき虚偽鑑定罪等の有罪判決が確定しているとは認められないところ、

上記検討を踏まえても、本件につき、著しく正義に反し、刑事裁判手続の

法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情があると

は認められない。よって、被告Ａ第２鑑定が、虚偽鑑定であるとして、損

害賠償を求める原告の請求は理由がない。 

  ⑷ 被告Ｂ鑑定書及び被告Ｂ証言について 

ア 原告は、被告Ｂ鑑定書は、測定試料作製の過程で３価砒素が全て５価砒

素になることを看過した点、３価砒素の検出数値自体が検出限界を超えて

いる点、健常者から３価砒素が検出されることはないという誤った前提に

立っている点などで、虚偽であり、被告Ｂ証言も同様の点から偽証である

旨主張するから、以下検討する。 

 原告は、被告Ｂが、測定試料作製の過程で３価砒素が全て５価砒素に

なることを看過している旨主張する。 

この点、原告が指摘する文献において、３価砒素は、ｐＨ＞１０では

かなり速やかに酸化される（甲１３・４１３頁）、２Ｎ―水素ナトリウ

ム溶液で８５から１１０℃で、３時間加熱しアルカリ分解した場合に、

「ほとんどの３価ヒ素がアルカリ分解のために５価ヒ素に酸化する（甲

１６〔枝番を含む。〕）旨の記載があるものの、「かなり速やかに」（甲１

３）の記載内容は抽象的であって、同記載を踏まえても被告Ｂ鑑定にお

ける酸化の程度は不明であるし、文献内には、２Ｎ―水素ナトリウム溶

液で８５℃で、３時間加熱した場合には「一部」（「some of」）の「３価

ヒ素が５価ヒ素に酸化する」旨の記載もあるなど（甲１６の１・３枚目、

１６の２・５枚目）、文献内においても記載内容は一致していない。ま

た、原告主張のとおり、５価砒素に全て酸化していたとすれば、被告Ｂ

鑑定において、右側前頭部からのみ３価砒素が検出されたことも説明し
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難い（この点、原告は、５価砒素に由来するアルシンが３価砒素に由来

するアルシンとして誤検出された旨主張するが、同主張を前提にしても、

右側前頭部からのみ３価砒素が検出されたことを説明できているか、疑

問なしとしない。）。 

以上によれば、被告Ｂ鑑定において、３価砒素が全て５価砒素になっ

ていたかは不明というほかない。また、仮に、そのような可能性がある

としても、被告Ｂの処理の手法が適切ではなかったことによるものとし

ても説明が可能なものであって、被告Ｂの虚偽鑑定の意図を推認するも

のとは認められない。 

 原告は、３価砒素の検出数値が検出限界を超えていない、すなわち、

被告Ｂが、砒素の検出限界を１ｍＬ当たり０．５ｎｇ（０．０００５μ

ｇ）と述べていることからすれば（甲１０６・１１、１２頁）、被告Ｂ

鑑定（検液３２ｍＬ、頭髪５０ｍｇ）における検出限界は、０．３２μ

g／頭髪１ｇであり、同鑑定内の数値は検出限界を超えていない旨主張

する。 

しかし、Ｃ教授は、上記検出限界については、通常５００ｍｇの頭髪

を分析しているにもかかわらず、５０ｍｇの頭髪では、感度が１０倍悪

くなることを主眼として指摘しているとも考えられる上（証人Ｃ〔第２

回３２頁〕）、Ｃ教授は、超低温捕集－還元気化－原子吸光光度計によっ

て毛髪中の砒素の濃度を測定した経験はなく、被告Ｂが実際にどのよう

に砒素を測定するかについては認識していない（証人Ｃ〔第３回１９頁、

同第６回４８頁〕）などの事情を踏まえると、被告Ｂ鑑定において採用

された超低温捕集－還元気化－原子吸光光度計における検出限界（検出

下限値）に係る原告主張の正当性は明らかとは言い難く、被告Ｂが検出

限界を超えていない数値を計測したとは認めるに足りない。 

 原告は、被告Ｂが健常者から３価砒素が検出されることはないという
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誤った前提に立っている旨主張する。 

このうち、原告は、被告Ｂ自身が健常者から３価砒素を検出したこと

がある旨主張するが、被告Ｂが、人の毛髪から０．０３ないし０．０７

μｇＡｓ／ｇの３価砒素が検出された旨発表したとする論文は、１９８

０年のものであって、当時使用したガラス製の試験管から３価砒素が混

入した結果と考えられるから（乙４）、被告Ｂが、被告Ｂ鑑定を実施し

た時点で、同論文を根拠に一般人から３価砒素が検出されたことを前提

に判断すべきであったとはいえず、原告の主張は認められない。また、

被告Ｂ鑑定書記載の数値は、他の論文（Ｊ論文）の数値を意図的に改ざ

んしたものである旨の原告の主張についても、仮に、同論文の数値を引

用していたとしても、それを改ざんしたと評価できるか疑問であるし、

原告の主張（Ｃ教授の見解）によっても、他の論文（Ｊ論文）では３価

砒素については未解析であったものを、被告Ｂ鑑定書において「－」

（不検出）と記載しているにとどまる。そして、被告Ｂ鑑定において本

件毛髪のうち右側前頭部から検出されたとする３価砒素（０．０９０μ

ｇＡｓ／ｇ）が、一般人から検出される範囲内であることを裏付ける根

拠はなく（すなわち、被告Ｂが、本件毛髪から検出されたとする３価砒

素の値が、一般人から検出される範囲のものにとどまっていたにもかか

わらず、一般人から検出される値をあえて「－」〔不検出〕と記載した

とは認められない。甲１６の１、１６の２も参照）、被告Ｂに虚偽鑑定

や偽証の意図があったとは認められない。 

 原告は、３価砒素を特異的に測定するためには、ｐＨを４ないし５に

設定しなければならないにもかかわらず（甲９５・（６８）、（６９）頁）、

被告ＢはｐＨの設定を誤った旨主張する。 

この点、被告Ｂも、３価砒素を測定するためには、反応溶液として、

ｐＨ４ないし５のフタル酸水素カリウム溶液を用いること自体は認めた
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上で、被告Ｂ鑑定においても、ｐＨを４ないし５に設定した趣旨とも考

えられる陳述等をするものの（甲７１・５頁、乙４・８、１３頁）、被

告Ｂ鑑定書には、「シュウ酸溶液（ｐＨ１．５）」、「フタル酸カリウム

（ｐＨ３．５）」と記載されているのみで、溶液のｐＨを４ないし５に

調整した旨の記載はなく（甲４、被告Ｂ本人〔第３回２３ないし２５

頁〕）、被告Ｂが、フタル酸水素カリウム溶液のｐＨを４ないし５に設定

したとは認められない（被告Ｂ本人〔第２回８、９頁〕も参照）。 

もっとも、原告が主張の根拠として引用する各文献においては、ｐＨ

を４ないし５とすべきであったとする文献のみならず（甲９５）、ｐＨ

を４とした場合でも５価砒素が一部検出される旨記載されている文献も

あるなど（甲１２７・１４９頁の図）、３価砒素と５価砒素を区別して

回収するための手法（適切なｐＨについての知見）がどの程度確立して

いるかについて不明確な点も残る。また、原告は、被告Ｂ鑑定につき、

ｐＨの設定を誤った結果、３価砒素と５価砒素の分別定量ができておら

ず、ｐＨ１．５に設定した場合には、３価砒素の回収率が１００％、５

価砒素の回収率が２４％であり、ｐＨ３．５に設定した場合には、３価

砒素の回収率が１００％、５価砒素の回収率が５％であるなど主張する

が（原告準備書面⒀５４、５５頁）、同主張を前提としても、被告Ｂ鑑

定の方法では、３価砒素のみならず５価砒素が回収される可能性がある

から、同鑑定の結果が正確でないとはいえても、これが虚偽鑑定の意図

があったことを推認するものとは言い難い。 

 そのほか、原告は、被告Ｂ鑑定において、左側前頭部の無機砒素（う

ち５価砒素）が他より特異的に高い点を説明できていない旨主張するが、

被告Ｂ鑑定の鑑定事項や目的、本件訴訟までの時間の経過等を踏まえれ

ば、仮に、被告Ｂが、現時点で、原告が指摘する点を的確に説明できて

いないとしても、これをもって、鑑定当時、故意に虚偽の鑑定を行なっ
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たと直ちに評価できるものではなく、原告の主張は採用できない。 

イ 原告は、そのほかに、被告Ｂの経歴や業績に虚偽があるなどと主張する

が、これをもって鑑定当時に虚偽鑑定や偽証の意図があったとはいえず、

原告の主張は採用できない。 

ウ 以上によれば、前記⑵、同⑶と同様に、鑑定内容の正確性等は、専ら鑑

定の信用性（証拠価値）の問題であって、手法の妥当性等の問題にとどま

ると評価できるものであり、虚偽鑑定等の動機を有していたことを推認す

ることは困難であることなどからすれば、被告Ｂが本件記者会見を実施し

ていることを踏まえても、被告Ｂが虚偽鑑定や偽証の動機を有し、ひいて

は、虚偽鑑定や偽証の意図をもって、被告Ｂ鑑定及び同証言に臨んだとは

認められない。 

そして、被告Ｂが、被告Ｂ鑑定及び同証言につき、害意をもって、鑑定

等の虚偽に関与し、裁判所の判断を誤らせるなどの不正な行為を行い、そ

の行為につき虚偽鑑定罪や偽証罪等の有罪判決が確定しているとは認めら

れないところ、上記検討を踏まえても、本件につき、著しく正義に反し、

刑事裁判手続の法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別

の事情があるとは認められない。よって、被告Ｂ鑑定及び同証言が、虚偽

鑑定、偽証であるとして、損害賠償を求める原告の請求は理由がない。 

  ⑸ 小括 

ア 以上のとおり、本件につき、著しく正義に反し、刑事裁判手続の法的安

定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情があるとは認め

られないから、この点に係る原告の請求は理由がない。 

イ なお、念のため、因果関係及び損害（争点⑺）の観点から検討しても、

原告の請求には理由がない。 

すなわち、原告は、被告らの鑑定書の提出や証言によって生じた損害と

して、５０００万円の慰謝料（及び弁護士費用）の支払を求めているとこ
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ろ、原告は、この点につき、死刑判決を受けたことによって、毎日他人に

殺されるかもしれないと思って過ごすこと、原告の子どもらに対し、母親

と会えない苦痛や世間から大量無差別殺人者の子として後ろ指を指される

辛い思いをさせたこと、拘禁された状態で再審請求事件を維持していかざ

るを得なくなったことといった精神的苦痛及び困難を被った旨主張するが、

これは、結局、本件各鑑定等によって、確定審において、有罪判決を受け

たことを理由として慰謝料を請求するものである。しかし、確定審判決や

再審各決定で判断されているとおり、問題となっている亜砒酸の同一性に

ついては、そもそも本件各鑑定等の結果からのみならず、科警研の異同識

別鑑定やＤＥ鑑定の結果等を踏まえて認定されたものであること、同事実

のほか混入機会の希少性、本件当時の原告の行動、原告と亜砒酸とのつな

がり（本件で問題とする毛髪鑑定〔被告Ａ第２鑑定、被告Ｂ鑑定〕の結果

はその一部にすぎない。）、砒素使用歴、第三者の亜砒酸混入の可能性等の

事実が総合考慮された結果、有罪と認定されていることなどを踏まえれば

（甲３６・１５ないし１７、１５０ないし１５７頁、乙１８・５２、５３

頁）、被告らの共同不法行為により、原告主張の損害が生じたとは認めら

れない。 

ウ 以上のとおり、本件各鑑定等につき、共同不法行為を理由とする原告の

請求は理由がない。 

３ 争点⑶（本件記者会見が原告に対する名誉毀損に当たるか）について 

⑴ 前記前提事実、認定事実、後掲の各証拠によれば、本件記者会見は、原告

が本件刑事事件の容疑者（被疑者）である旨報道され、実際に本件刑事事件

の被疑者として逮捕、勾留されており、被告らもこれを認識する中、実施さ

れたこと（認定事実⑶、甲２２、３７・７２頁、５０）、本件刑事事件につ

き社会的関心が強く、報道により被告らの研究活動に支障が生じていたこと

に加え、同様の毒物を使用した犯罪に対する抑止効果等を目的として実施さ
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れたこと、記者会見の主な内容は、被告Ａ第１鑑定及び被告Ｂ鑑定の結果概

要の説明であり、参加者は７０ないし８０名ほどの記者や大学関係者であっ

たことが認められる（甲２３、２９、３７・１７２、１７３頁。乙５も参

照）。そして、被告らは、本件記者会見において、鑑定結果（資料①ないし

⑦の亜砒酸の異同識別及び本件毛髪中の砒素測定）の概要の説明と併せて、

「悪事は裁かれるという科学の力を示すことで、全国の毒物混入事件に対す

る抑止力になる」という趣旨の説明をしたものと認められる（以下「本件説

明」という。前記認定事実⑶イ、甲２９、９９・２８、２９、３１頁）。こ

れらの事実を前提とすると、被告らによる本件記者会見における本件説明は、

鑑定結果の概要の説明と併せて、当該鑑定結果から原告が本件刑事事件の犯

人であることが導かれることを示す意味で、原告が行った「悪事」が裁かれ

るとの事実を摘示したものと認められる。 

⑵ 以上によれば、被告らは、本件記者会見において、鑑定結果の概要の説明

と併せて、当該鑑定結果から原告が行った「悪事」が裁かれるとのを表現す

ることによって、原告が本件刑事事件の犯人であることを摘示するものであ

ることを認識した上で、これを摘示したと評価できるから、被告らによる本

件記者会見における本件説明は、原告の社会的評価を低下させるものであっ

たと認められる（付言するに、被告らは、本件刑事事件の公判開廷前〔しか

も、本件刑事事件について起訴もされておらず〕、かつ、被告Ａ第１鑑定書

及び被告Ｂ鑑定書が完成していない時点において、被告Ａは検察官から鑑定

書等を第三者に見せることは禁止されている旨指摘されていたにもかかわら

ず〔甲３７・１６６、１６７頁。被告Ｂも鑑定の内容を発表することに問題

がある旨認識していた。甲９９・２４、２５頁〕、検察官等の積極的な賛成

を得ることなく〔乙５・２頁〕、本件記者会見を実施し、警察や検察から承

諾を得ずに資料等を配布するなどしている〔前記認定事実⑶イ〕。このよう

な事実を踏まえると、本件記者会見は訴訟に関する書類が公判開廷前に公開



 

41 

されることによって訴訟関係人の名誉を毀損したり、裁判に対する不当な影

響を引き起こすことを防止するために、訴訟に関する書類について非公開を

原則とする旨定めた刑事訴訟法４７条や捜査における名誉の保護と捜査妨害

の禁止について定めた刑事訴訟法１９６条にも反し得るものである。） 

これに対し、被告らは、確定控訴審において、本件記者会見が、原告が本

件刑事事件の犯人であるとの心証を形成させるような性質のものではなかっ

た旨判断されていると主張するが、確定控訴審判決は、本件記者会見につい

て、鑑定書の証拠能力への影響という観点から検討されたものとうかがわれ

るから、上記評価を左右するものではない。 

 ４ 争点⑹（本件記者会見に係る名誉毀損による損害賠償請求権の消滅時効の成

否）について 

以下、他の抗弁ないし争点に先行して、先に消滅時効の抗弁について判断す

ることとする。 

⑴ 旧民法７２４条前段にいう「損害及び加害者を知った時」とは、被害者に

おいて、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程

度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当であり（最高裁判所

昭和４５年（オ）第６２８号同４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２

７巻１０号１３７４頁参照）、同条にいう被害者が損害を知った時とは、被

害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである（最高裁判所

平成８年（オ）第２６０７号同１４年１月２９日第三小法廷判決・民集５６

巻１号２１８頁参照）。 

これを本件についてみると、本件記者会見の内容は日刊新聞等で報道され

ているところ、原告が本件記者会見の内容を認識した時期は必ずしも明らか

ではないが、平成１２年１０月４日の確定第１審における被告Ａに対する尋

問において、本件記者会見についての質問がされていることからすれば（甲

３７）、原告は、遅くとも同時点において、被告らによる本件記者会見の存
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在を知り、加害者のほか、損害の発生を現実に認識したといえる。 

そうすると、原告は、遅くとも平成１２年１０月４日において、損害及び

加害者を知ったといえ、本件訴え提起までに３年の消滅時効（旧民法７２４

条前段）が完成していると認められる。 

⑵ この点、原告は、無罪判決が確定した時から損害賠償請求が現実に可能な

状況になる旨主張するが、原告が主張の根拠とする判例（最高裁判所昭和５

８年（オ）第４８４号同年１１月１１日第二小法廷判決・集民事１４０号４

５３頁）は、交通事故の被害者が、業務上過失致死傷罪で起訴され、有罪判

決を受けた後、第２審で無罪判決を受け、同判決が確定した後に、交通事故

の相手方に損害賠償を請求した事案であって、本件とは事案を異にし、原告

の主張は採用できない。 

また、原告は、早くてもＣ教授が鑑定書を作成し、再審請求事件において

新証拠として提出された平成２６年１月２６日時点が消滅時効の起算日であ

る旨主張するが、原告は、本件訴訟において、被告らの本件記者会見におけ

る本件説明が名誉毀損に該当する旨主張して損害賠償を求めており、本件記

者会見に係る請求と本件各鑑定等の違法性を理由とする請求とは内容を異に

するものであるから（原告はこれらが全く別の訴訟物である旨主張している

〔原告準備書面⑶・７頁〕）、本件記者会見に係る認識と本件各鑑定等の違法

性に関する認識とを同一に考えることはできず、原告の主張は採用できない。 

⑶ 以上によれば、仮に、被告らの本件記者会見における本件説明が名誉毀損

に該当する違法な行為と評価されるものであったとしても、これを理由とす

る共同不法行為に基づく損害賠償請求権は、消滅時効完成後、被告らがこれ

を援用したことにより消滅したものと認められる。 

５ まとめ 

以上のとおり、本件各鑑定等が虚偽鑑定ないし偽証である違法である旨の原

告の主張については、鑑定人等のその行為が著しく正義に反し、刑事裁判手続
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の法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情が認められ

ないし、損害及び因果関係の観点からも原告の主張は認められない。 

また、本件記者会見に係る原告の主張についても、仮に、被告らの本件記者

会見における本件説明が名誉毀損に該当する違法な行為と評価されるものであ

ったとしても、本件訴え提起までに消滅時効が完成しており、被告らの時効の

援用により、原告の被告らに対する名誉毀損を理由とした共同不法行為に基づ

く損害賠償請求権は消滅したといえるから、原告の主張は認められない。 

   したがって、原告の請求はいずれも理由がない。 

第４ 結語 

   よって、原告の請求は、いずれも理由がないからこれらを棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 

大阪地方裁判所第１９民事部 

 

裁判長裁判官    田 口 治 美 

 

 

 

裁判官    甲 元 依 子 

 

 

 

裁判官    丸 林 裕 矢 



（別紙）

第1 被告A第1鑑定（甲1）の鑑定資料

番号 鑑定資料 本判決中の略称等

1
Fから任意提出された緑色ドラム缶（中華人民共和国制造等と記載され

たもの）在中の灰白色粉末
資料①（緑色ドラム缶）

2
Fから任意提出されたミルク缶（和光堂育児用ミルクレーベンス＋2）在

中の灰白色粉末
資料②（Fミルク缶）

3
Fから任意提出された白色缶（上蓋に「重」と記載されたもの）在中の

灰白色粉末
資料③（重記載缶）

4 Fから任意提出された茶色プラスチック製円柱状容器在中の灰白色粉末 資料④（Fタッパー）

5
G方ガレージで押収されたミルク缶（雪印ネオミルク「つよいこ」）在

中の灰白色粉末
資料⑤（Gミルク缶）

6
I方台所から押収されたプラスチック製容器（「白アリ薬剤」と記載され

たもの）の付着物
資料⑥（プラスチック製容器）

7

平成10年7月25日に和歌山市a地区において行われたa第14自治会夏祭り

の会場で領置したゴミ袋（和歌山市指定家庭用半透明のビニール袋で、

記号エと付したもの）内から発見された青色紙コップの付着物

資料⑦（青色紙コップ）

8
紀北家畜保健衛生所から任意提出された500グラム容器入り亜砒酸試薬1

級

9
紀北家畜保健衛生所から任意提出された25グラム容器入り亜砒酸試薬特

級

10
上記夏祭りで参加住民に提供されたカレー（和歌山市衛生研究所長から

任意提出を受けたカレールー既食分）

10-1 上記10のカレー中の白色結晶粒子 本件カレー中の白色結晶粒子

第2 被告A第2鑑定（甲44）の鑑定資料

平成10年12月9日に身体検査令状に基づきIの右側頭前部から採取した頭

髪（数十本）
本件毛髪（一部）

第3 被告A第3鑑定（甲2）の鑑定資料

①～㉕
亜砒酸の入った各瓶（合計25瓶）（プラスチック製容器に在中で、それ

ぞれ異なるロット番号が付されたもの）

第4 被告B鑑定（甲4）の検査資料

超低温捕集－還元気化－原子吸光光度計での測定に関し

Iの頭髪4点（左右の前頭部、左右の後頭部） 本件毛髪

放射光蛍光Ｘ線分析での測定に関し

Iの頭髪1点（右の前頭部） 本件毛髪（一部）

1

2

鑑定資料一覧
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